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京都市ベンチャー企業目利き委員会におけるＡランク企業の認定について 

 

 この度，第５６回京都市ベンチャー企業目利き委員会において，下記のとおり 

３件の事業プランをＡランクに認定しましたので，お知らせします。 

今回の認定により，Ａランクに認定された事業プランは，１３６件となりました。 

 

記 

 

 
○ 株式会社エアロジーラボ 
 

代表者 代表取締役・CEO 谷 紳一 

所在地 〒562-0011 大阪府箕面市如意谷 1-12-26  

ＴＥＬ 072-786-9721 

ＦＡＸ 072-747-7926 

E-mail admin@aerog-lab.com 

ＨＰ https://aerog-lab.com/ 

設立 平成 24 年 10 月 1 日 

資本金 56,000,000 円  

従業員 16 名 

テーマ 
ドローンの社会実装促進に資するハイブリッド型ドローンの開発 

および販売 

概要 
ガソリンエンジンとバッテリーの搭載により、長時間の連続飛行が

可能なハイブリッド型ドローンの開発・販売を行う。  
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○ ケイズ技研株式会社 
 

代表者 代表取締役 稼農公也 

所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 5-12-14 

ＴＥＬ 06-6809-2300 

ＦＡＸ 06-6809-2300 

E-mail info@kslabo.jp   

ＨＰ http://www.kslabo.jp 

設立 平成 27 年 5 月 1 日 

資本金 5,000,000 円 

従業員 ― 

テーマ 「転倒抑制機能付きシンクロ電動自転車」の商品化 

概要 
移動制約者が、現有の運動機能やバランス能力で、安全・安心・快
適に乗用できるシンクロ電動自転車「LAND WALKER🄬」を開発し、
販売する。 

 
 
 
○ 株式会社バイオーム 
 

代表者 代表取締役 藤木庄五郎  

所在地 〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 134 番地 

ＴＥＬ 090-8572-2195    

ＦＡＸ 075-326-2190   

E-mail fujiki@biome.co.jp 

ＨＰ https://biome.co.jp 

設立 平成 29 年 5 月 31 日 

資本金 111,500,000 円（資本準備金含む） 

従業員 3 名 

テーマ 生物データベースによる生物多様性市場の創出 

概要 

生物情報収集アプリ「バイオーム」で、生物の生息分布情報を収集

するとともに生物のビッグデータ解析及び提供を通じて、世界的な

環境ビジネスプラットフォームを構築する。 

 
 
 
 



 

＜参考＞ 京都市ベンチャー企業目利き委員会について 
 

１ 委員会の概要 

  京都経済をリードするベンチャー企業を発掘，育成するため，起業家の資質や

技術，アイデアを評価する専門機関として，平成９年４月１８日に設立。 

 （委員構成） 

［委員長］ 永守 重信  日本電産株式会社  代表取締役会長 (CEO) 

［副委員長］ 佐和 隆光  公益財団法人国際高等研究所 副所長 

［副委員長］ 辻  理   サムコ株式会社  代表取締役会長（CEO） 

［委 員］ 上村 多恵子 京南倉庫株式会社  代表取締役社長 

［委 員］ 齋藤 茂   株式会社トーセ  代表取締役会長（CEO） 

［委 員］ 仲尾 功一  タカラバイオ株式会社  代表取締役社長 

［委 員］ 西本 清一  公益財団法人京都高度技術研究所  理事長 

［委 員］ 原  良憲  京都大学経営管理大学院  院長・教授 

 

２ 募集対象 

  新規性を有するプランを事業化する全国の個人，企業 

  （業種業態にはこだわらず，ソフトウェア開発やサービス業等も含む） 

 

３ 支援を希望されるＡランク認定企業への支援内容 

（１）(公財)京都高度技術研究所によるサポート 

ア 専任コーディネーターによるサポート 

   (公財)京都高度技術研究所に配置する専任コーディネーターが，事業展開を

きめ細やかにサポート 

イ 各種助成制度（審査により交付） 

   研究開発，新市場や事業展開の可能性調査等に関して，当財団が実施する  

助成制度により資金面で支援 

ウ 京都市ベンチャー購買新商品認定制度 

新規性や独創性のある優れた商品又は役務を，京都市が随意契約で調達でき

る制度で，新たな事業分野を開拓しようとする認定企業の販路開拓を支援 

エ 無料専門家派遣 

   専門家派遣について，１企業につき年間５回まで無料 

 

（２）京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金 

対象事業 京都市内での事業所の新増設 

金  額 

○ 新たに取得した固定資産（土地を除く）に係る固定資産

税及び都市計画税相当額５年分（限度額６億円） 

○ 埋蔵文化財発掘調査を実施する場合に当該調査に要した 

経費相当額（限度額５，０００万円） 



 

（３）京大桂ベンチャープラザ（北館・南館）への入居時の賃料補助 

   京都市西京区御陵大原１－３６（北館），１－３９（南館） 

 

（４）クリエイション・コア京都御車への入居時の賃料補助 

   京都市上京区河原町通今出川下る梶井町４４８－５ 

 

（５）政策支援融資制度（京都市関連認定制度資金） 

融資対象 
京都に所在する企業で，目利き委員会からＡランクの認定を 

受けたもの 

融資金額 
２億円以内（うち運転資金８，０００万円以内） 

ただし，保証協会の保証可能額の範囲内とする。 

融資利率 年１.２％ 

融資期間 運転資金・設備資金とも１０年以内   

信用保証料 年０.４５％～１.６５％（経営状況に応じて９段階に区分） 

返済方法 元金均等月賦返済（必要により１年以内の据置を認める） 

保証人・担保 
保証協会の保証付。法人代表者以外の連帯保証は原則として 

不要。必要により担保を求める。 

 
 


